
 

 

 

①令和４年度国保運営について 
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（１）歳入 (百万円) （２）歳出 (百万円)

現計予算
R3年度

決算見込み 差額 現計予算
R3年度

決算見込み 差額

1 国民健康保険税 1,306 1,304 -2 1 総務費 204 191 -13

4 都道府県支出金 5,513 5,401 -112 2 保険給付費 5,351 5,205 -146

　うち、特別調整交付金 79 122 43 3 保険事業費納付金 1,837 1,837 0

6 繰入金 658 608 -50 6 保健事業費 91 89 -2

　うち、基金から繰入 77 11 -66 9 諸支出金 68 67 -1

11 11 0 - その他 2 1 -1

- その他 76 77 1 合計 7,553 7,390 -163

合計 7,553 7,390 -163
0 0 0（１）歳入－（２）歳出

令和３年度　国民健康保険特別会計決算見込み（1月末時点）

款 款

　　子ども均等割減免分
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6,091百万円

5,817百万円

5,406百万円
5,277百万円

5,247百万円
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1,814 1,737 1,669 

1,336 1,281 1,280 1,211 1,173 

91.98%

92.49%
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％
収納額 収納率

税率改定
（資産割廃止）
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H30 R3 R4
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18,250 21,900 27,375 31,025

2 +4 5 +2.5 7 +1.5
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（単位：千円）

令和３年度
(当初)A

令和４年度
B

比較
（B-A）

前年比
（％）

令和３年度
(当初)A

令和４年度
B

比較
（B-A）

前年比
（％）

1 国民健康保険税 1,306,333 1,261,326 △ 45,007 96.6 1 総務費 149,870 197,251 47,381 131.6

4 都道府県支出金 5,490,154 5,485,909 △ 4,245 99.9 2 保健給付費 5,349,773 5,286,079 △ 63,694 98.8

5 財産収入 500 500 0 100.0 3
国民健康保険事業
費納付金

1,837,022 1,771,063 △ 65,959 96.4

6 繰入金 625,464 584,078 △ 41,386 93.4 4 共同事業拠出金 2 2 0 100.0

8 諸収入 36,049 35,187 △ 862 97.6 6 保健事業費 90,905 83,776 △ 7,129 92.2

7,458,500 7,367,000 △ 91,500 98.8 7 基金積立金 500 500 0 100.0

8 公債費 500 500 0 100.0

9 諸支出金 28,928 26,829 △ 2,099 92.7

10 予備費 1,000 1,000 0 100.0

7,458,500 7,367,000 △ 91,500 98.8

◎基金の状況 （単位：千円）

歳 入 歳 出

961,715

令和４年度末残高（見込）名称 令和２年度末残高 令和３年度末残高（見込） 令和４年度中増減（見込）

（決算剰余金積立０円）

国民健康保険
事業調整基金

1,000,873
989,429 △ 27,714

款別

合計

合計

款別
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款 款
197 百万円
3 ％

1

1,261 百万円
17 ％

5,286 百万円
72 ％

4

5,486 百万円
74 ％

《内訳》

5,267 百万円
71.5%

218 百万円
3.0%

1,771 百万円
5 財産収入 1 百万円 24 ％
6 繰入金

584 百万円
8 ％ 6 保険事業費 84 百万円

9 諸支出金 27 百万円
8 諸収入 35 百万円 - その他の支出 2 百万円

7,367 百万円 7,367 百万円

（歳入-歳出） 0百万円（うち28百万円基金取崩し）

国保会計　歳入歳出の関係　「令和4年度予算ベース」

歳入 歳出

款名称 款名称

国民健康保険税

1 総務費

2 保険給付費

県支出金

普通交付分

3
国民健康保険

事業費納付金
特別交付分

R4 （単位：百万円）

主に職員給与費、物件費（国保連合会への負担金、納税
組合助成費、システム費用など）県から示される標準保険税率を参考に加賀市が税率を決

定

県へ納付する国民健康保険事業費納付金(医療分：介護
分：支援分)のほか、出産育児一時金・保健事業などに充て
られる

療養の給付について保険者が負担する療養給付費、療
養費、高額療養費及び出産育児一時金、葬祭費等のそ
の他の保険給付に係る支出の合計

県支出金の普通交付分が財源（出産育児一時金・葬祭
費等を除く）

・療養給付費
　被保険者が診療や調剤等で保険証を利用した
際、保険者が負担すべき額（7割・8割分）

・療養費
　主に柔道整復・あんま・ﾏｯｻｰｼﾞ・針灸

・高額療養費
　被保険者が受けた療養に関する一部負担金の額
が一定の額を超えた場合、その超える額について保
険者が給付する額

・審査支払手数料
　国保連への審査支払事務委託諸経費

財政補填的な交付金のほか、保険給付費を受け入れる

・普通交付分
【普通交付金】
保険給付費分（出産育児一時金・葬祭費等を除く）

・特別交付分
【保険者努力支援分】
保険者の医療費適正化や課題の取り組み状況により交付

【特別調整交付金】
事業に係る交付金、直診施設操出金など

【都道府県繰入金】
特別交付金のうち県繰入金2号分
（経営努力の評価、国保財政の安定化事業により交付）

【特定健康診査等負担金】
特定健康診査・保健指導に係る国・県の負担金 一人あたり医療給付費・被保険者数の伸び率等のデー

タをもとに、県が国民健康保険事業費納付金を算定し、
市は国民健康保険税、交付金、繰入金などを財源として
県に納付する

　《令和4年度国民健康保険事業納付金の内訳》

　　・医療給付分　　　　　　1,229百万円

　　・後期高齢者等支援金分　　395百万円

　　・介護納付金分　　　　　　147百万円

納付金の額を基に、各市町の国保税の標準保険税率が
算定される

利子及び配当金

一般会計からの繰り入れ

・保険基盤安定繰入金
4分の3は県から国分も含めて交付（一般会計歳入）

・子ども均等割軽減繰入金

・未就学児均等割保険税繰入金

・職員給与費等繰入金

・出産育児一時金等繰入金
一般会計から3分の2を繰り入れ

・財政安定化支援事業繰入金
地方交付税の国保特別会計繰り入れ分

保険者が保険給付又は被保険者の健康の維持増進等
のために行う事業費（特定健診、人間ドック助成費など）

保険税還付金、直営診療施設勘定操出金など

延滞金、第三者納付金、返納金など

4款共同事業拠出金、7款基金積立金、8款公債費、11款
予備費
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②令和３年度主な保健事業の取組及び令和４年度の保健事業（案）について 
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１．特定健診受診率向上対策

(１)受診履歴別対策
取 組 概 要 対象 計画 実績(R4.1末）

受診履歴別対策
①新規受診者へのインセンティブ
➁不定期受診者への未受診者勧
奨通知

①新規受診者には、
500円クオカードを進呈
➁対象者に合わせた内
容通知

①過去に健診受診歴
のない者
➁過去5年間1回以
上受診歴ありの者

①500件
➁4,000通

①340件
➁3,276通

令和3年度の保健事業の主な取組について

健康状態を知り

たいから

62.1%

QUOカードがも

らえるから

11.3%

保健推進員か

らの勧奨

8.1%

友人、家族から

の紹介

5.6%

かかりつけ医か

らの勧奨

4.8%

その他

8.1%

特定検診等受診、データ提供のきっかけを教えてください。

▶新規健診受診者のアンケート結果より（R4.1末把握分）

「健康状態を知りた
い」が6割

「医療機関通院中」
が2割。「その他」の
多くは他保険だった
ため

3654
テキスト ボックス
15



(２)地域別対策

保健推進員による健診勧奨訪問（518件）
取 組 概 要 対象 計画 実績(R4.1末）

地域別の対策
保健推進員による未受診者勧奨訪問

個別訪問による健診受
診勧奨

40歳、41歳
65歳、66歳

500件 518件

▶特定健診受診率の推移と見込み

（人）

約5割が受診済みか
予定である。

コロナ禍により、受診率が低迷している。

▶健診勧奨アンケート結果より 281件（R4.1末把握分）
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２．特定保健指導の充実

初回分割実施
取 組 概 要 対 象 計画 実績(R4.1末）

特定保健指導実施体制
初回分割実施

特定健診受診時に初回
面接実施（集団健診
会場）

特定保健指導対象者
32件
（R2）

6回
34件

▶特定保健指導実施率の推移と見込み

健診の機会を活用し、保
健指導を実施している。
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３．がん検診受診率向上対策

がん好発年齢対策

取 組 概要 対象 計画 実績(R4.1末）

がん好発年齢対策
65歳未受診者大腸がん容器送付による
検診勧奨

8月8日までに大腸がん
検診を受診されていない
方に検便容器を送付し、
検診受診につなぐ。

65歳の
未受診者

700
通

702通

65歳の大腸がん検診受診率（国保）は、
大幅に伸びた。
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４．歯周病検診受診率向上対策

検診費用の無料化

取 組 概 要 対象 計画 実績(R4.1末）

検診費無料
集団検診19歳以上、医療機関検診30歳
以上が健診費無料

358人 275人

（％） （％）

国保の歯周病検診受診率は年々伸びている。
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５．生活習慣病重症化予防対策

未治療者対策
取 組 概 要 対象 計画 実績(R4.1末）

未治療者対策
受診結果報告書の同封
（医療連携書）

未治療者に対して、受診
結果報告書を発行し、医
療機関受診につなぐ。

要医療
判定値者

500件 533件

▶医療連携書
（主治医からの
指示書）

▶健診後の保健指導の流れ

⑤Sさんの結果（評価）
体重 34.8kg減
BMI 10.5減
血圧 74mmHg(収縮期)減
HbA1c 3.2%減

④本人の取組
【運動】
運動施設利用券を使用
（ジム5回：サイクリングとストレッチ）

【食事】
1食ご飯量300ｇ➡100ｇに減らした
暴飲暴食をやめた

健診結果で医療機関受診の必要な方を、医
療機関へつなぎ、主治医の指示のもと、保健
指導を行っている。

①健診結果に医療連携書同封
➁医療機関受診

➡定期受診

③健康課継続支援

（保健・栄養指導）
④本人の取組

⑤結果

（評価）

➁医療機関受診
血圧、糖尿病診断
➡治療薬内服開始
２か月に1回、血液検査実施。

③健康課継続支援
食事量の適正量の確認。
定期的に面接、体組成測定を実
施

①健診結果

（S氏の事例）
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６．健康づくり対策

(1)KAGA健食健歩プロジェクト

取 組 概要 対象 計画 実績(R4.1末）

KAGAタニタ健幸プログラム
①500！500！ウォーク
➁出張登録説明会

①平均歩数が6,000歩以上の
対象者にインセンティブを付与
②KAGAタニタ健幸くらぶへの新
規登録説明会を各地区に出向
いて行う

①KAGAタニタ健
幸くらぶ会員
②19歳以上の
加賀市民

①700人
②200人

①257人
➁138人

（人）

（人）

タニタ会員の約4割が500！500！ウォーク
に参加し（9割以上の送信率）、約6割の
方が平均6,000歩を達成している。

▶登録説明会
（運動のポイント）

◀登録説明会（体組成測定と説明）
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令和4年度の保健事業（案）について

１．特定健診受診率向上対策（案）

(1)治療中者の健診不足項目の追加検査

【概要】 治療中者：診療において、健診の不足項目を追加検査する。

(2)メタボ対策と受診率向上を併せた未受診者勧奨
【概要】 過去の健診受診者でメタボ該当者に対し、健診受診を促す。

○通知内容：過去の健診結果の経年的なデータに関するアドバイス入り通知

２．生活習慣病発症予防・重症化予防対策（案）

(1)食生活改善アプリ等の導入
【概要】 健康づくりの見える化による健康管理アプリ

栄養士のアドバイス入りアプリ
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③その他（条例等の改正、事務処理標準システム、 

          マイナンバーカードの健康保険証利用の状況など） 
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加賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 
 

《未就学児軽減》 
【概要】 

加賀市では平成 30 年度から 18 歳未満の子どもについて、低所得世帯割軽減（2･5･7 割軽減）算定後の均等割額

の 2 分の 1 を減免していたが、令和 4 年 4 月 1 日からは国の制度で 6 歳未満の未就学児について減免を行うもの。 

なお、6 歳以上 18 歳未満の子どもは引き続き加賀市国民健康保険税条例施行規則により減免を行うことで、これ

までと同様に 0 歳から 18 歳までの減免を行う。 

 

【改正の内容】 

未就学児に係る当該年度分の低所得世帯軽減後の被保険者均等割額の 10 分の 5 を乗じて得た額を減免する。 
 
【施行期日】 

 令和 4 年 4 月 1 日 
 
【未就学児軽減額及び子ども（6～18 歳）減免額】 
 

低所得世帯軽減 軽減無し 2 割 5 割 7 割 

減
免
額 

医療分 13,800 円 16,560 円 20,700 円 23,460 円 

支援金分 4,450 円 5,340 円 6,675 円 7,565 円 

合 計 18,250 円 21,900 円 27,375 円 31,025 円 

減額割合の合計 5 割 
6 割 

(2 割＋4 割) 
7.5 割 

(5 割＋2.5 割) 
8.5 割 

(7 割＋1.5 割) 
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《課税限度額》 
【概要】 

加賀市の令和 3 年度課税限度額は国より 2 段階低く設定しているが、令和 4 年度に国の賦課限度額が 3 万円（1

段階）引き上げられることに伴い、段階的に国に準拠していくため、加賀市の令和 4 年度課税限度額を 3 万円（1

段階）引き上げるもの。 

 

【改正の内容】  

基礎課税額の課税限度額を 58 万円から 61 万円に引き上げ、合計課税限度額を 96 万円とする。 

 

【施行期日】 

 令和 4 年 4 月 1 日 

 

【課税限度額】 

〇政令（税制大綱） 

 平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 4 年度 

基礎課税額 58 万円 61 万円 63 万円 65 万円 

後期高齢者支援金等課税額 19 万円 19 万円 19 万円 19 万円 

介護納付金課税額 16 万円 16 万円 17 万円 18 万円 

合  計 93 万円 96 万円 99 万円 102 万円 

〇加賀市                             

 

【参考】 

 現行（R2 改正） 改正後 比 較 

基礎課税額 58 万円 61 万円 +3 万円 

後期高齢者支援金等課税額 19 万円 19 万円 0 万円 

介護納付金課税額 16 万円 16 万円 0 万円 

合  計 93 万円 96 万円 +3 万円 

課税限度額の引き上げによる増加見込額 

 

  7,766 千円 
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加賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
 

《出産育児一時金等の見直し》 
 
【概要】 

令和４年１月１日より、産科医療補償制度が見直されること等を踏まえ、出産育児一時金等 の支給額を見直すこととなり、関

係政令について所要の改正を行うものである。 

 

【改正の内容】 

産科医療補償制度の掛金が下がることにより、出産育児一時金の支給総額が 4 千円下がるが、少子化対策としての重要性に

鑑み、出産育児一時金の支給総額は 42 万円を維持すべきとし、出産育児一時金の支給額は、40 万 4 千円から 40 万 8 千円

に引き上げるよう政令が改正されたことにより条例を改正するもの。 

 

 

 

 

 

 

【施行期日】 令和 4 年 1 月 1 日 

  

〇出産育児一時金とは ・・・・・健康保険法に基づき給付金として、出産に要する経済的負担を軽減するため支給される制度 

〇産科医療補償制度とは ・・・産科医療補償制度は、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担
を速やかに補償する制度 

産科医療補償制度 
1 万２千円 

 
 

出産育児一時金 
40 万 8 千円 

 
産科医療補償制度 

1 万 6 千円 
 
 

出産育児一時金 
40 万 4 千円 
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49,170
26,620

22,550

11,572 11,572

12,100

13,7671,210

457

289 289

36,839 36,839
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R R R

10 11 12 10 11 12

49,170 12,100

1,667

11,572 36,839

289 ⇒
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加賀市で利用できる医療機関数(R4.2.6現在)

機関数 利用可能 割 合

「機関数」は東海北陸厚生局における医療機関等の指定状況から集計

加賀市国保マイナンバー紐付け数(R4.1.31現在)

被保険者数 紐付け数 割 合
13,569人 697人 5.1％
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